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論
文
の
構
成

　
鈴
木
規
子
君
（
慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
政
治
学
専
攻

前
期
・
後
期
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
、
学
術
振
興
会
特
別
研
究

員
）
が
こ
の
た
び
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文
、
『
E
U
市
民
権

と
市
民
意
識
に
関
す
る
実
証
的
研
究
　
　
E
U
市
民
権
の
パ
ラ
ド
ク

ス
？
　
　
』
は
、
今
日
、
注
目
さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合

（
に
ξ
（
）
一
）
①
讐
⊂
三
〇
R
国
⊂
）
の
市
民
権
（
国
ξ
o
幕
き
Ω
言
窪
－

ω
三
も
）
と
、
そ
れ
を
行
使
す
る
E
U
域
内
国
出
身
の
外
国
人
市
民
の

意
識
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
連
合
条
約
の
な
か
て
定
め
ら
れ
た
E
U
市
民
権
は
、
E
U
構
成
国

の
国
籍
を
も
つ
者
す
べ
て
に
、
国
籍
の
な
い
E
U
構
成
国
に
居
住
し

て
い
て
も
、
欧
州
議
会
選
挙
な
ら
び
に
居
住
国
の
地
方
議
会
選
挙
の

選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
を
認
め
て
い
る
。
本
論
文
は
、
（
一
）
こ

の
E
U
市
民
権
が
各
構
成
国
で
、
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る

の
か
、
（
二
）
そ
の
権
利
は
、
E
U
域
内
構
成
国
出
身
外
国
人
市
民

に
よ
っ
て
ど
の
程
度
行
使
さ
れ
、
彼
／
彼
女
ら
の
市
民
意
識
や
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
い
る
の
か
、
（
三
）
E
U
市

民
権
の
導
入
・
実
施
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
E
U
）
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
強
化
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
、
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
そ
の
た
め
の
分
析
枠
組
み
と
し
て
、
社
会
学
者
の
梶
田
孝
道
の

提
示
し
た
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
三
空
間
（
E
U
・
国
家
・
民

族
）
並
存
モ
デ
ル
」
を
援
用
す
る
。
本
調
査
は
、
同
モ
デ
ル
を
検
証

す
る
試
み
で
も
あ
る
。
鈴
木
君
は
、
E
U
の
な
か
で
最
も
移
民
を
受

け
入
れ
て
い
る
国
の
一
つ
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
、
E
U
構

成
国
出
身
者
で
最
大
人
口
を
も
つ
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
事
例
に
と
り
あ

げ
る
。

　
論
文
の
構
成
（
目
次
）
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
序
論

　
第
1
部
　
E
U
市
民
権
の
法
的
・
政
治
的
・
社
会
的
影
響

　
　
　
　
　
　
　
E
U
と
国
家
ー

　
　
第
－
章
　
E
U
市
民
権
の
誕
生
と
構
成
国
に
お
け
る
適
用

　
　
第
2
章
　
ト
イ
ツ
国
籍
法
改
正
と
E
U
市
民
権

　
　
第
3
章
　
E
U
市
民
へ
の
地
方
参
政
権
に
抵
抗
す
る
フ
ラ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
ー
国
民
国
家
の
変
容
と
E
U
市
民
権
の
影
響
－

　
第
2
部
　
E
U
市
民
た
ち
の
地
方
参
政
権
行
使
と
市
民
意
識
の
実
態

　
　
　
　
　
　
ー
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
事
例
に
1

　
　
第
4
章
　
フ
ラ
ン
ス
市
町
村
議
会
選
挙
へ
の
E
U
市
民
の
参
加

　
　
第
5
章
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ポ
ル
ト
カ
ル
移
民
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ー
移
住
の
歴
史
、
特
徴
、
政
治
文
化
－

　
第
6
章
　
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
た
ち
の
E
U
市
民
権
と
市
民
意
識

　
　
　
　
ー
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
市
議
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果

　
　
　
　
　
　
　
よ
り
1

　
第
7
章
　
結
論

追
補
「
調
査
に
つ
い
て
」

　
A
．
在
仏
ポ
ル
ト
ガ
ル
議
員
に
対
す
る
調
査
の
概
要

　
B
．
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
対
象
者
リ
ス
ト

　
C
．
E
U
市
民
権
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
原
文
お
よ
び
日
本
語

訳
）　
D
．
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
籍
の
み
の
市
議
会
議
員
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　
E
．
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
結
果

　
F
．
調
査
資
料
「
大
使
館
二
〇
〇
四
年
」

引
用
・
参
考
文
献
お
よ
び
資
料

　
本
論
文
は
、
A
4
判
用
紙
横
書
き
に
て
、
各
頁
一
、
二
〇
〇
字
で

書
か
れ
、
本
文
お
よ
び
追
補
資
料
・
参
考
文
献
一
覧
を
含
ん
で
約
二

二
〇
頁
あ
り
、
文
字
数
は
約
二
六
万
字
の
分
量
を
も
つ
。
博
士
学
位

請
求
論
文
と
し
て
十
分
な
分
量
で
あ
る
。

H
　
論
文
の
概
要

第
－
部
第
1
章
で
は
、

E
U
市
民
権
の
誕
生
の
経
緯
と
、
各
構
成

国
が
E
U
市
民
権
を
具
体
的
に
国
内
に
適
用
し
て
い
く
過
程
が
総
論

的
に
考
察
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
E
U
構
成
国
は
E
U
市
民
権
を
国
内

法
化
し
、
一
九
九
四
年
の
欧
州
議
会
選
挙
か
ら
E
U
構
成
国
出
身
者

に
対
し
て
、
居
住
国
の
国
民
と
等
し
く
欧
州
議
会
選
挙
の
参
政
権
を

行
使
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
居
住
国
で
有
権
者

登
録
を
し
た
構
成
国
出
身
外
国
人
は
少
な
く
、
従
来
通
り
国
籍
国
に

帰
っ
て
投
票
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
E
U
構
成

国
出
身
外
国
人
に
認
め
ら
れ
た
居
住
国
で
の
地
方
議
会
選
挙
の
参
政

権
に
つ
い
て
は
、
国
民
国
家
の
強
い
抵
抗
が
み
ら
れ
た
。
一
九
九
六

年
一
月
以
降
の
地
方
選
挙
に
適
用
さ
れ
る
は
ず
の
規
定
が
、
国
に
よ

っ
て
は
法
整
備
が
進
ま
ず
、
と
く
に
、
ベ
ル
ギ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
で
は

さ
ら
に
二
年
以
上
時
間
を
要
し
た
上
に
、
国
民
主
権
を
維
持
す
る
た

め
の
例
外
事
項
が
設
定
さ
れ
て
、
漸
く
E
U
市
民
権
が
成
立
す
る
運

び
と
な
っ
た
。
そ
の
過
程
の
な
か
で
、
E
U
構
成
諸
国
の
市
民
権
制

度
や
国
籍
法
が
、
出
生
地
主
義
を
と
も
な
う
リ
ベ
ラ
ル
な
も
の
へ
変

化
し
、
E
U
構
成
国
出
身
外
国
人
に
は
欧
州
議
会
選
挙
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
国
内
地
方
参
政
権
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
こ
の
過
程
を
よ
り
詳
し
く
考
察
す
る
た
め
、
第
2
章
で
は
ド
イ
ツ

の
事
例
が
考
察
さ
れ
る
。
一
九
一
三
年
以
来
血
統
主
義
に
基
づ
く
国

籍
制
度
を
運
用
し
て
き
た
ド
イ
ツ
で
も
、
二
〇
〇
〇
年
の
ド
イ
ツ
国

籍
法
改
正
に
よ
り
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
冷
戦
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終
了
と
東
西
ド
イ
ツ
統
一
、
そ
の
後
の
、
旧
ソ
連
・
東
欧
か
ら
の
ド

イ
ツ
系
住
民
（
ア
ウ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー
と
呼
ば
れ
る
人
々
）
の
帰
還
が

急
増
す
る
と
い
っ
た
「
国
際
政
治
的
要
因
」
や
「
社
会
的
要
因
」
に

加
え
、
保
守
政
権
か
ら
外
国
人
統
合
に
積
極
的
な
社
会
民
主
党
・
緑

の
党
連
立
政
権
へ
替
わ
っ
た
と
い
う
「
国
内
政
治
的
要
因
」
も
あ
る

が
、
な
に
よ
り
も
E
U
法
が
定
め
た
「
E
U
市
民
権
の
影
響
」
が
大

き
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
第
3
章
で
は
、
ド
イ
ツ

と
は
対
照
的
に
、
伝
統
的
に
り
ベ
ラ
ル
な
国
籍
制
度
を
も
ち
な
が
ら

も
、
外
国
人
の
地
方
参
政
権
付
与
に
最
後
ま
で
強
く
反
対
し
て
き
た

フ
ラ
ン
ス
で
も
、
E
U
構
成
国
出
身
者
に
は
参
政
権
が
与
え
ら
れ
た

こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
以
上
で
、
E
U
構
成
国
の
市
民
権
・
参
政
権

の
収
敏
の
動
き
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
し
か
し
第
3
章
で
、
筆
者
は
E
U
市
民
権
が
E
U
域
外
国
出
身
外

国
人
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
構
成
国
出
身
外
国
人
と
域
外
国
出
身
外
国

人
と
の
間
に
市
民
権
上
の
格
差
を
生
み
出
し
、
域
外
国
出
身
外
国
人

に
対
す
る
構
造
的
暴
力
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
で

も
収
敏
が
み
ら
れ
る
点
に
触
れ
る
。
そ
し
て
、
E
U
市
民
権
の
承
認

が
逆
説
的
に
外
国
人
の
間
の
不
平
等
を
生
み
出
す
こ
と
に
驚
い
た
フ

ラ
ン
ス
で
は
、
そ
の
解
消
に
む
け
て
世
論
が
動
き
、
す
べ
て
の
外
国

人
に
地
方
参
政
権
を
認
め
る
法
案
が
提
出
さ
れ
る
状
況
に
ま
で
な
っ

た
こ
と
、
ま
た
同
様
な
動
き
は
、
国
家
主
権
に
こ
だ
わ
る
他
の
国
に

お
い
て
も
み
ら
れ
、
ベ
ル
ギ
ー
で
は
五
年
以
上
居
住
し
て
い
る
す
べ

て
の
外
国
人
に
地
方
議
会
参
政
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
で
も
同
じ
く
五
年
以
上
居
住
す
る
外
国
人
に
地
方

議
会
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
。

　
第
2
部
で
は
、
E
U
市
民
権
が
与
え
ら
れ
、
居
住
国
の
地
方
議
会

選
挙
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
E
U
構
成
国
出
身
の
外
国
人
が
、

E
U
市
民
権
導
入
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
ポ
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
E
U
）
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
身
に
付
け
は
じ
め

た
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
。
国
境
を
超
え
て
移
動
し
て
い
る
E
U
構

成
国
出
身
外
国
人
は
、
既
存
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
市
民
権
で
は
国
籍
国

以
外
の
市
民
権
を
も
た
な
い
が
、
彼
／
彼
女
ら
が
E
U
構
成
国
出
身

者
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
E
U
市
民
権
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
彼
／
彼
女
ら
こ
そ
が
E
U
市
民
権
の
最
大
の
享
受
者
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
E
U
構
成
国
出
身
外
国
人
た
ち
こ
そ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市

民
意
識
を
強
く
抱
く
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
、
外
国
人
の
市

民
権
意
識
の
動
態
を
本
研
究
の
中
心
に
据
え
る
。
筆
者
は
、
社
会
学

者
の
梶
田
孝
道
に
よ
る
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
三
空
間
（
E
U
・

国
家
・
民
族
）
並
存
モ
デ
ル
」
を
利
用
し
、
E
U
構
成
国
出
身
外
国

人
の
E
U
、
国
家
、
民
族
あ
る
い
は
地
域
へ
の
帰
属
意
識
の
有
無
と

強
弱
を
調
査
す
る
。

　
筆
者
は
ま
ず
第
2
部
第
4
章
で
、
E
U
構
成
国
出
身
外
国
人
が
初

ll3
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め
て
参
加
し
た
二
〇
〇
一
年
の
フ
ラ
ン
ス
市
町
村
議
会
選
挙
の
結
果

や
ユ
ー
ロ
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
を
利
用
し
て
、
E
U
構
成
国
出
身
外
国
人

た
ち
の
政
治
意
識
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
実
態
の
概
要
を
明
ら
か

に
す
る
。
同
選
挙
へ
の
E
U
構
成
国
出
身
者
の
有
権
者
登
録
率
を
調

べ
て
判
明
し
た
こ
と
は
、
①
フ
ラ
ン
ス
で
行
わ
れ
た
一
九
九
四
年
、

九
九
年
の
欧
州
議
会
選
挙
へ
の
E
U
構
成
国
出
身
外
国
人
た
ち
の
有

権
者
登
録
率
（
各
々
三
・
八
％
、
五
・
九
％
）
と
比
べ
る
と
、
地
方

議
会
選
挙
へ
の
登
録
率
は
高
く
一
三
・
八
％
で
あ
っ
た
が
、
他
の
E

U
構
成
国
で
実
施
さ
れ
た
地
方
議
会
選
挙
に
参
加
し
た
E
U
構
成
国

出
身
者
の
割
合
に
比
べ
る
と
低
い
こ
と
。
②
E
U
構
成
国
出
身
者
の

候
補
者
数
は
九
九
一
人
、
当
選
者
は
二
〇
四
人
で
あ
っ
た
こ
と
。
③

フ
ラ
ン
ス
在
住
の
E
U
構
成
国
出
身
者
の
半
数
近
く
を
占
め
る
の
は

ポ
ル
ト
ガ
ル
系
住
民
で
あ
る
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
住
民
の
有
権
者
登

録
割
合
は
一
〇
・
一
％
で
低
か
っ
た
こ
と
（
E
U
構
成
国
市
民
一
四

グ
ル
ー
プ
の
う
ち
第
一
三
位
）
で
あ
る
。
③
し
か
し
、
意
外
に
も
立

候
補
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
多
く
、
全
体
の
三
〇
％
を
占
め
る
だ
け

で
な
く
八
三
人
の
当
選
者
を
だ
し
、
当
選
者
の
約
四
〇
％
を
占
め
て

い
た
、
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
ユ
ー
ロ
バ
ロ
メ
ー
タ
i
調
査
か
ら
は
、

フ
ラ
ン
ス
人
有
権
者
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
有
権
者
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
か

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
と
い
う
単
一
帰
属
意
識
で
は
な
く
、
双
方
に
帰
属
意

識
を
感
じ
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
判
明
し
、
E
U
意
識
の
展
開
を
確

認
す
る
。

　
第
5
章
で
筆
者
は
、
立
候
補
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
市
民
が
多
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
E
U
構
成
国
出
身
者
の
な

か
で
最
多
人
口
を
抱
え
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
市
民
全
体
の
、
政
治
的
関

心
が
低
い
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
、
①
戦
前
・
戦
後
の
ポ
ル
ト
ガ
ル

か
ら
の
移
住
者
は
、
独
裁
体
制
下
の
本
国
と
経
済
的
貧
困
を
嫌
っ
て

移
住
し
た
も
の
が
多
く
、
も
と
も
と
投
票
文
化
を
も
っ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
、
②
フ
ラ
ン
ス
移
住
後
も
長
い
間
、
外
国
人
故
に
政
治
的
権

利
が
与
え
ら
れ
ず
、
政
治
的
経
験
が
非
常
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

③
政
治
的
・
社
会
的
権
利
の
欠
如
か
ら
貧
困
層
に
留
ま
る
も
の
が
多

く
、
政
治
的
関
心
が
低
い
、
と
い
っ
た
特
有
の
政
治
文
化
が
深
く
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
次
に
、
第
6
章
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
地
方
議
員
に
対
す
る
筆
者
に
よ

る
調
査
の
結
果
が
報
告
さ
れ
る
。
筆
者
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
議
員
に
対

し
て
意
識
調
査
を
行
っ
た
理
由
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
住
民
に
対
す
る

大
規
模
な
質
問
紙
調
査
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス

語
を
流
暢
に
話
せ
る
地
方
議
員
が
調
査
対
象
と
し
て
都
合
よ
か
っ
た

と
い
う
理
由
に
よ
る
。
調
査
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
お
よ
び
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
に
よ
る
、
質
的
・
量
的
な
手
法
の
双
方
を
用
い
て
い
る
。
調
査
対

象
は
、
地
方
選
挙
後
に
開
か
れ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
大
使
館
主
催
の
地
方

議
員
大
会
に
出
席
し
た
、
八
三
名
の
議
員
を
含
む
全
国
約
二
二
〇
名

ll4
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の
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
地
方
議
員
の
な
か
か
ら
二
一
五
名
を
選
び
、
母
集

団
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
回
収
率
三
四
％
（
四
二

名
）
の
結
果
を
得
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
の
う
ち

一
四
名
の
市
会
議
員
に
対
し
て
現
地
で
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て

い
る
。
ボ
ル
ト
ガ
ル
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
籍

し
か
も
た
な
い
人
々
の
ほ
う
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
取
得
者
よ
り
も
多

く
七
対
三
の
割
合
だ
が
、
議
員
の
国
籍
比
は
三
対
七
と
正
反
対
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
移
住
者
全
体
の
投
票
率
は
低
い

が
、
立
候
補
者
は
多
い
と
い
う
現
象
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い

が
、
筆
者
に
よ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
地
方
議
員
の
調
査
結
果
を
大
ま
か

に
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
E
U
市
民
権
導
入
の
影
響
で
あ
る
。
ポ
ル

ト
ガ
ル
系
地
方
議
員
で
も
、
四
人
に
一
人
が
今
回
初
め
て
投
票
を
し

た
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
こ
の
な
か
に
は
フ
ラ
ン
ス
国
籍
取
得
者
も

い
る
。
ま
た
、
立
候
補
は
今
回
が
初
め
て
と
い
う
も
の
が
九
割
近
く

占
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
近
年
、
E
U
市
民
権
の
施
行
に
よ
り
政
治

意
識
が
高
ま
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
聞
き

取
り
調
査
に
よ
り
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
（
市
民
団
体
）
が
ポ
ル
ト
ガ

ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
活
動
し
、
E
U
市
民
権
と
地
方
参
政
権
付

与
の
意
義
を
周
知
さ
せ
、
有
権
者
登
録
率
を
高
め
る
点
で
有
効
で
あ

っ
た
こ
と
も
判
明
し
た
。
な
お
、
市
民
意
識
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
動
態
に
関
し
て
は
、
E
U
市
民
権
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
籍
者
に
新
た

に
参
政
権
を
与
え
た
の
で
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
籍
者
の
住
民
の
政
治
意

識
と
帰
属
意
識
に
よ
り
強
く
影
響
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
籍
地
方
議
員

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
意
識
を
強
化
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
取
得
者
に

は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
取

得
地
方
議
員
に
は
フ
ラ
ン
ス
人
意
識
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
判

明
し
た
。

　
第
二
に
注
目
す
べ
き
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
様
化
・
複
数

化
・
分
極
化
で
あ
る
。
確
か
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
籍
地
方
議
員
を
中

心
に
E
U
市
民
意
識
が
強
ま
り
つ
つ
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
取
得
地

方
議
員
は
、
フ
ラ
ン
ス
ヘ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
帰
属
意
識
を
維
持
し
て

い
る
が
、
双
方
の
地
方
議
員
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
同

時
に
強
め
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
E
U
市
民
権
は
、
ポ
ル
ト

ガ
ル
国
籍
地
方
議
員
を
中
心
に
E
U
市
民
意
識
を
強
め
る
と
同
時
に
、

地
方
議
員
全
体
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
意
識
を
強
め
る
と
い
う
逆
説
的
な

状
況
を
生
み
出
し
て
い
た
。
こ
れ
は
E
U
市
民
権
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の

一
つ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
結
果
、
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
市
民
意
識
」
あ
る

い
は
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
意
識
」
の
み
を
も
つ
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
地
方
議

員
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
聞
き
取
り
調
査

に
よ
る
と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
籍
地
方
議
員
は
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
意

識
」
よ
り
も
「
E
U
市
民
」
意
識
を
強
く
も
っ
て
い
る
と
同
時
に
、

115



法学研究79巻3号（2006：3）

選
挙
を
通
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
市
民
と
感
じ
る
度
合
い
を
強
め
た
と
す

る
も
の
が
多
い
。
他
方
、
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
」
意
識
が
強
い
フ
ラ
ン

ス
国
籍
取
得
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
地
方
議
員
で
も
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ

り
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
を
も
つ
も
の
が
多
い
の
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
地
方
議
員
の
八
割
が
一
つ
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
は
な
く
、
複
数
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
抱
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
も
つ
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。

　
第
三
に
注
目
す
べ
き
結
果
は
、
国
籍
状
況
は
ど
う
で
あ
れ
ポ
ル
ト

ガ
ル
系
地
方
議
員
の
な
か
で
、
定
住
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
も
、

ま
た
出
身
国
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
も
自
己
同
一
化
で
き
な
い
も
の
は
、
E

U
市
民
意
識
を
最
も
ふ
さ
わ
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
選
択

す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
注
目
す
べ
き
点
は
、

地
方
参
政
権
を
域
外
国
出
身
外
国
人
に
拡
大
適
用
す
る
こ
と
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
国
籍
取
得
者
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
籍
の
議
員
も
消
極
的
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
フ
ラ
ン
ス
国
籍
取
得
者
に
強
い
が
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
国
籍
地
方
議
員
の
間
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
意
識
が
強

い
も
の
ほ
ど
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
し
て
は
慎
重
な
姿
勢
を
示
す

こ
と
が
判
明
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
ポ
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
市
民

意
識
の
確
立
を
目
指
す
E
U
市
民
権
導
入
に
よ
り
、
E
U
構
成
国
外

国
人
居
住
者
と
域
外
国
出
身
者
と
の
間
の
市
民
権
に
お
け
る
格
差
は

維
持
さ
れ
る
と
予
測
で
き
る
。
こ
こ
に
、
E
U
市
民
権
の
も
う
一
つ

の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
支
え
る
市
民
意
識
の
動
態
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。　
以
上
の
調
査
結
果
か
ら
判
明
し
た
二
つ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
踏
ま
え

て
、
第
7
章
で
筆
者
は
、
E
U
市
民
権
の
将
来
展
望
を
行
う
。
確
か

に
、
市
民
意
識
の
高
揚
や
帰
属
意
識
の
強
ま
り
は
、
な
に
よ
り
も
政

治
参
加
や
投
票
・
選
挙
経
験
な
ど
に
よ
っ
て
築
か
れ
る
と
す
る
と
、

今
後
、
E
U
構
成
国
出
身
外
国
人
が
居
住
国
で
地
方
選
挙
へ
の
参
加

を
繰
り
返
す
な
か
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
双
方
を
強
め
て
い
く
と
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
外
国
人
の
意
識
動
態
に
不
満
を
も
つ
フ
ラ
ン
ス

国
民
主
流
の
人
々
に
よ
る
、
排
外
主
義
的
な
極
右
政
党
へ
の
支
持
を

強
め
、
結
果
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
反
動
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
強
め

る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
心
配
す
る
。

　
他
方
で
、
構
成
国
出
身
外
国
人
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
得
る
こ
と

の
で
き
な
い
域
外
国
出
身
者
は
、
E
U
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て

不
満
を
抱
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
不
満
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
問
題
を

引
き
起
こ
す
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ロ
活
動
に
も
つ
な
が
る
可
能
性
が

無
い
と
は
い
え
な
い
。
E
U
市
民
権
が
反
動
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
あ

る
い
は
反
動
的
エ
ス
ニ
ッ
ク
感
情
を
強
め
る
方
向
で
は
な
く
、
本
来

の
目
的
で
あ
っ
た
ポ
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
市
民
権
を
目
指
す
た
め

116



特別記事

に
は
、
E
U
構
成
国
出
身
外
国
人
に
国
政
選
挙
へ
の
参
政
権
を
与
え

て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
帰
属
意
識
を
醸
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
同
時
に
、

E
U
構
成
国
と
域
外
の
区
別
や
、
国
籍
に
よ
る
政
治
的
な
差
別
を
な

く
し
て
域
外
国
出
身
者
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
の
不
満

を
減
ら
す
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
、
と
論
じ
て
議
論
を
閉
じ
る
。

㎜
　
評
価
と
結
論

　
E
U
市
民
権
と
い
う
ポ
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
超
国
家
的
市
民
権

の
付
与
と
、
そ
れ
が
市
民
意
識
や
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
与

え
る
影
響
を
研
究
す
る
こ
と
は
大
変
重
要
で
あ
る
。
従
来
は
、
E
U

市
民
権
の
研
究
と
い
う
と
、
そ
の
制
度
的
側
面
や
法
的
側
面
の
紹
介

に
特
化
し
た
研
究
が
多
く
、
E
U
市
民
権
を
E
U
の
人
々
が
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
、
行
使
し
た
結
果
、
市
民
意
識
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
関
す

る
実
証
的
な
研
究
は
日
本
に
お
い
て
は
少
な
か
っ
た
。
ユ
ー
ロ
バ
ロ

ー
メ
ー
タ
ー
に
よ
る
大
規
模
な
国
民
レ
ベ
ル
の
大
雑
把
な
調
査
は
存

在
す
る
が
、
移
住
者
の
詳
細
な
意
識
研
究
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
点
か
ら
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
在
住
の
ポ
ル
ト
ガ

ル
人
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
人
々
の
も
つ
E
U
市
民
権
に
対
す
る
認

識
と
そ
の
行
使
状
況
、
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
意
識
変
化
に

焦
点
を
当
て
た
実
証
研
究
を
試
み
た
本
研
究
は
、
多
文
化
社
会
化
す

る
国
民
国
家
や
多
文
化
世
界
の
市
民
意
識
の
動
態
と
、
今
後
の
政

治
・
秩
序
形
成
と
い
う
研
究
課
題
か
ら
み
て
も
、
重
要
な
貢
献
を
す

る
に
違
い
な
い
。

　
ま
た
、
梶
田
孝
道
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

三
空
問
並
存
モ
デ
ル
は
、
E
U
の
安
定
的
統
合
を
進
め
る
た
め
に
は
、

E
U
と
い
う
超
国
家
レ
ベ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
化
す
る
だ

け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
他
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
（
あ
る
い
は
ロ
ー
カ
ル
）
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
も
維
持
し
、
む
し
ろ
バ
ラ
ン
ス
よ
く
並
存
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
か
と
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
三
空

間
並
存
モ
デ
ル
を
実
証
的
に
検
証
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
本
モ
デ

ル
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
一
〇
年
以
上
が
経
つ
が
、
誰
も
行
っ
て
い
な

い
。
筆
者
は
、
基
本
的
に
三
空
間
モ
デ
ル
が
示
唆
す
る
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
の
多
重
性
と
並
存
的
発
展
が
、
E
U
の
安
定
的
発
展
に
と
り

重
要
だ
と
い
う
考
え
方
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
現
状
で
は
、

国
政
選
挙
へ
の
参
加
が
E
U
構
成
国
出
身
外
国
人
に
認
め
ら
れ
て
い

な
い
た
め
、
バ
ラ
ン
ス
の
悪
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
状
況
に
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
の
間
で
は
ポ
ス
ト
・
ナ

シ
ョ
ナ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
（
エ
ス
ニ
ッ
ク
）
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ヘ

の
分
極
化
が
進
み
、
各
国
主
流
国
民
の
間
に
は
そ
の
反
動
と
し
て
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
強
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
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事
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
二
〇
〇
五
年
に
お
き
た
、
E
U
憲
法

草
案
を
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
が
否
決
し
た
こ
と
、
ロ
ン
ド
ン
地
下

鉄
テ
ロ
事
件
の
背
景
、
そ
し
て
同
年
一
〇
月
～
一
一
月
に
か
け
て
発

生
し
た
ム
ス
リ
ム
系
若
者
に
よ
る
パ
リ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
地
方
都
市

郊
外
に
お
け
る
騒
擾
も
、
こ
の
観
点
か
ら
理
解
可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
今
後
改
善
す
べ
き
課
題
も
多
い
。
そ
の
第
一
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
外
国
人
居
住
者
の
移
住
者
の
市
民
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
移
住
者
が
選
ば
れ
た
の
は
、
そ
の
歴
史
的
経

緯
や
人
口
規
模
な
ど
か
ら
み
て
問
題
な
い
が
、
調
査
対
象
が
ポ
ル
ト

ガ
ル
系
地
方
議
員
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
住
民
全

体
の
意
識
動
向
を
推
し
測
ろ
う
と
す
る
意
図
が
本
稿
に
み
ら
れ
る
が
、

そ
れ
に
は
無
理
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
、
今
後
、
大
量
質
問

紙
調
査
な
ど
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
で
本
研
究
は
予
備

的
な
考
察
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
本
研
究
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
地

方
議
員
の
み
が
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
母
集
団

が
小
さ
く
、
有
効
回
答
数
は
四
二
名
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査

に
よ
り
そ
の
問
題
点
が
補
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
や
は
り
調
査
結

果
は
中
間
的
・
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ

ら
に
、
イ
ン
タ
ビ
ー
調
査
の
成
果
が
十
分
生
か
さ
れ
て
い
る
と
も
思

え
な
い
。
さ
ら
に
、
本
人
の
調
査
技
術
・
統
計
処
理
能
力
の
問
題
が

あ
る
。
筆
者
は
、
調
査
の
専
門
家
の
協
力
を
得
て
博
士
課
程
在
学
中

に
精
力
的
に
質
問
紙
調
査
や
イ
ン
タ
ビ
ー
調
査
を
実
施
し
た
も
の
の
、

そ
の
調
査
結
果
の
集
計
と
分
析
あ
る
い
は
調
査
結
果
の
有
効
性
の
検

定
な
ど
の
調
査
技
法
に
お
い
て
は
、
一
定
の
水
準
に
達
し
て
い
る
と

は
い
え
、
ま
だ
未
熟
な
点
が
垣
間
み
ら
れ
る
不
安
が
残
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
論
文
が
将
来
予
定
す
る
大
規
模
な
調
査

の
予
備
的
な
成
果
の
ま
と
め
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
成
果
は
、
大

変
興
味
深
い
だ
け
で
な
く
希
少
価
値
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
先

の
欠
点
は
致
命
的
な
も
の
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
、
今
回
の
学
位

請
求
論
文
に
よ
り
、
鈴
木
規
子
君
に
は
、
今
後
、
本
研
究
に
示
さ
れ

た
欠
点
を
十
分
克
服
す
る
能
力
が
あ
り
、
よ
り
よ
い
成
果
を
生
み
出

す
こ
と
が
十
分
期
待
で
き
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
、
し
っ
か

り
と
審
査
員
一
同
に
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

よ
っ
て
審
査
員
一
同
は
、
鈴
木
規
子
君
の
本
学
位
請
求
論
文
が
学
位

授
与
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
認
定
し
た
こ
と
を
、

こ
こ
に
法
学
研
究
科
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、

本
論
文
の
量
的
調
査
の
精
度
に
関
し
て
、
竹
ノ
下
弘
久
静
岡
大
学
文

学
部
助
教
授
の
協
力
を
審
査
の
一
助
と
し
た
こ
と
を
付
記
す
る
と
と

も
に
、
同
助
教
授
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

以
上
。
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二
〇
（
い
）
六
年
一
月
一
二
日

主
査

副
査

副
査

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
社
会
学
博
十

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員

慶
磨
義
塾
大
学
大
学
院
法
務

研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
教
授

関
根
　
政
美

田
中
　
俊
郎

庄
司
　
克
宏
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